
以下は広告スペースです。広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。

問合せ

あべの市税事務所市民税等グループ
（個人市民税担当） 
☎06-4396-2953
※問合せ可能日、時間　
月～木9：00～17：30（金は9：00～19：00）

1月22日日の日曜開庁時には、カード管理シス
テムが停止しているため、マイナンバーカード（個
人番号カード）・住民基本台帳カードに関する手続
き（交付を含む）および海外転入届等の手続きの
取扱いが出来ませんのでご注意ください。

お知らせ

1月22日の日曜開庁日はマイナンバー
カード等に関する手続きができません

問合せ 窓口サービス課（住民情報）２階24番  
☎06-4399-9963　　06-4399-9947

第十一回特別弔慰金の請求期限が近づいてい
ます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、請求がお済

みでない方は、３月３１日金までにご請求ください。
請求期限を過ぎると第十一回特別弔慰金を受け
ることができなくなりますので、ご注意ください。
また、請求される方によって必要となる書類が異
なりますので、詳しくはお問合せください。

※確定申告書等の提
出は受付けており
ませんので、ご自身
で税務署に提出し
ていただきます

※相続税や贈与税、土地・株式等の譲渡および
相談時間が30分を超えるような事案が複雑
な方についての相談は行なっておりません

第十一回特別弔慰金の請求期限の
お知らせ

問合せ
区民企画課 ５階54番  
☎06-4399-9970　
 　06-6629-4564

税理士による確定申告無料相談会

令和4年分の所得税および復興特別所得税の
確定申告書の作成相談について、税理士が親切・
丁寧にお答えいたします。

問合せ 近畿税理士会 東住吉支部  
☎06-6703-1800

申込不要無料

平野区画整理記念会館(中野2-7-16)場所

持ち物 筆記用具、電卓、のり

対象 ①前年分の所得金額が300万円以下の方
（消費税課税事業者の場合は、課税売上
高が3,000万円以下であること）
②給与所得者や年金受給者等

日時 ２月１日水・2日木・3日金・9日木・10日金　
９：45～16：15
（12：00～13：00除く）

市民向け無料相談
★ご利用は市内在住の方に限ります。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となる場合があります。
大阪市内に気象警報が発表されている場合は中止となることがあります。

相談名 予約方法・問合せ日 時 / 場 所

※1…土地・建物、金銭貸借、相続・遺言、離婚・親権等の相談　※2…不動産登記、相続、成年後見等の相談　※3…一般的な税務相談　※4…国の行政等への相談
※5…不動産に関する一般的な相談　※6…遺言書や遺産分割協議書作成等に関する相談　※7…（フードドライブ）家庭で余っている食べ物等を持ち寄り施設等へ寄付する活動
※区役所での「花と緑の相談」は、令和4年度は休止します

当日9:00から電話にて
★1名（組）30分以内（相談後の記録作成時間等を含む）
総務課（広聴）　☎06-4399-9683

1月10日・17日・24日火 13：00～17：00
区役所5階53番窓口

1月19日木 13：00～16：00
区役所5階53番窓口

1月11日水 13：00～15：30
区役所5階53番窓口

区役所5階53番窓口
1月12日木 13：00～14：30

1月18日水 13：00～15：00
区役所5階53番窓口

1月26日木 13：00～14：45
区役所5階53番窓口

1月10日火 14：00～16：00
区役所 正面玄関窓口案内横

1月22日日 9：30～13：30
天王寺区役所

区役所2階28番窓口

先着順

先着順

税務相談 ※3

行政相談 ※4

不動産相談 ※5

行政書士による
相続遺言帰化相談 ※6

弁護士による法律相談 ※1

司法書士による法律相談 ※2

日曜法律相談

ひとり親家庭相談
（離婚前相談も実施）

ごみの分別相談と
フードドライブ ※7

専門相談員による人権相談

予約要

予約要

予約要

予約要

毎週火水金(●除く)
9：15～17：30

祝

電話、FAX、メール、手紙、面談で相談をお受
けします。（土、年末年始（12月29日木～1月
3日火）は休み）区役所での相談を希望される
方は電話、FAXで事前にお申込みください。
予約要

総務課（広聴）　☎06-4399-9683
当日窓口受付　

混雑状況により12:30から整理券を
配布する場合があります。

中部環境事業センター普及啓発担当
☎06-6714-6411

電話または来庁にて予約受付
保健福祉課（子育て支援）　 ☎06-4399-9838

1月19日木・20日金 9：30～12：00 定員／16組 
【予約専用】☎06-6208-8805
【問合せ】☎06-4301-7285
(大阪市総合コールセンター「なにわコール」) 

大阪市人権啓発・相談センター 
☎06-6532-7830  　06-6531-0666　  
　7830@osaka-jinken.net
〒550-0012 西区立売堀4-10-18 阿波座センタービル1階
月～金 9：00～21：00　日● 9：00～17：30祝

ナイター法律相談

※1月3日火の開催はありません

1月13日金 18：00～20：00
中央区民センター

定員／32組　☎06-4301-7285
（大阪市総合コールセンター「なにわコール」）

個人市・府民税の申告受付について、申告期間
（２月16日木～3月15日水）の窓口の混雑緩和の
ため、次のとおり事前申告受付会場を開設します。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、市税事務所・区役所への来所を控えていただ
き、送付や大阪市行政オンラインシステムによる申
告をお願いします。

所得税の確定申告等については東住吉税務署 
☎06-6702-0001にお問合せください。

個人市・府民税の事前申告受付について 所得税及び復興特別所得税の
確定申告について

あべの市税事務所
（阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階）

会場

日時 2月7日火～15日水
月～木 9：00～17：30（金は9：00～19：00）

※感染防止の観点からも、「e-Tax」を利
用した提出をお勧めします

確定申告書の作成はこちらから

▲

受付期間 2月16日木～3月15日水

問合せ
東住吉税務署　☎06-6702-0001（代表）
※問合せ可能日、時間 
月～金 8：30～17：00（　除く）祝

●還付申告については、2月15日水以前でも提出
できます（税務署の閉庁日（土日　）は、相談及
び申告書の受付は行なっておりません）。
●税務署で申告書の作成・相談を希望される方へ
・会場の入場には「入場整理券」が必要です。
・相談受付時間は16：00までです。来場者数に
よっては、早めに相談受付を終了する場合があ
ります。
・税務署には駐車場がなく、また、周辺は駐車禁
止区域となっていますので、自動車でのご来場
はご遠慮ください。

祝
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3安まちメールを活用して、防犯や交通事故の対策をしましょう!!
安まちメールに登録しましょう！ 安まちメールは、「犯罪発生情報」「防犯対策情報」「交通事故情報」を電子メールでリアルタイムにお知らせするサービスです。
　　  区民企画課5階54番　☎06-4399-9970　　06-6629-4564問合せ


